
公共施設等総合管理計画策定指針の概要①

公共施設等総合管理計画の内容

１ 所有施設等の現状

全ての公共施設等を対象に、以下の項目などについて、現状や課題を客観的に把握・分析。

２ 施設全体の管理に関する基本的な方針

 計画期間

１０年以上とすることが望ましい。

 全庁的な取組体制の構築及び情報管理・共有方策

全ての公共施設等の情報を管理・集約する部署を定めるなどして取り組むことが望ましい。

 現状分析を踏まえた基本方針

現状分析を踏まえ、今後の公共施設等の管理に関する基本方針を記載。

 バージョンアップ

計画の進捗状況等についての評価の実施について記載。評価結果等の議会への報告や公表方法についても記載する
ことが望ましい。なお、今後は、管理を行うに際し基礎となる情報として、固定資産台帳等を利用していくことが望ましい。

 老朽化の状況や利用状況をはじめとした公共施設等の状況

 総人口や年代別人口についての今後の見通し

 公共施設等の維持管理・更新等に係る中長期的な経費やこれらの経費に充当可能な財源の見込み

３ 地方財政措置

 計画策定に要する経費について、平成２６年度からの３年間にわたり特別交付税措置（措置率 １／２）

 計画に基づく公共施設等の除却について、地方債の特例措置を創設（地方財政法改正）

特例期間 平成２６年度以降当分の間、地方債の充当率 ７５％（資金手当）
地方債計画計上額 ３００億円（一般単独事業（一般）の内数）



公共施設等総合管理計画に基づく老朽化対策の推進イメージ

公共施設等総合管理計画策定指針の概要②

公共施設等の管理

まちづくり 国土強靱化

○ PPP/PFIの活用

○ 将来のまちづくりを見据えた検討

○ 議会・住民との情報及び現状認識の共有

○ 長期的視点に立った老朽化対策の推進

○ 適切な維持管理・修繕の実施

○ トータルコストの縮減・平準化

○ 計画の不断の見直し・充実

○ 計画的な点検・診断

○ 修繕・更新の履歴の集積・蓄積

○ 公共施設等の安全性の確保

○ 耐震化の推進
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各省庁が策定


